
今回の日合商解説（vol.65）では、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度につ
いて解説を行います。現在、検討会が開かれており、直近では2023年2月10日にとり
まとめについて議論されました。次回は5月頃にオンラインで公開形式で配信される予
定です。６月には国土交通省において関連告示の公布・ガイドラインの作成等が予定
されています。
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建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会が開催①

●改正建築物省エネ法（2022年6月公布）により建築物の省エネ性能表示制度が強化さ
れ、国土交通大臣が表示すべき事項等を告示で定め、告示に従って表示していない販
売・賃貸事業者に対する勧告等の措置が追加されました。（2024年に施行予定）
●「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」を開催し、表示ルー
ル等を検討されています。次回は５月頃オンライン開催、６月の告示の公布・ガイドラ
イン作成を目途にしています。

https://au-shimizu.co.jp/


省エネ性能の表示ルール・告示に定める事項について②

住宅性能表示については努力義務という設定ではあるものの、ある程度の縛
りが出てくることが予想されます。特に表示の方法については、再エネ利用
設備設置の旨・第三者評価（BELS）・住宅の目安光熱費がポイントになり
ます。
特に住宅を販売するにあたっては、事前に目安となる商品を持っていないと
取り組んでいる会社と比べて一歩二歩出遅れた展開になる可能性があります。
住宅商品が決まっていれば配送の面でもメリットがありますので、工務店・
取引先事業者で元請事業者の場合はこれらの対応や今回のような（住宅性能
表示制度）国土交通省においての動きがあることを把握し対策を取っていく
ことが重要になります。

表示すべき事項の部分では一次エネルギー消費量の性能及び外皮性能（断熱
性能）についての掲載が必要になります。フラット３５の融資要件に一次エ
ネ等級４相当・断熱等級４相当というものが2023年４月からスタートしてい
ますが、表示制度はこれらの動きを更に加速度的に広める役割を担っている
ともいえます。

https://au-shimizu.co.jp/


既存建築物の対応と円滑な施行に向けた展開③

詳細のガイドラインが出てくるのは６月頃になりそうですが、方針について
は発表されています。新築については、これからの物件はほとんど省エネ適
合義務化の対応があり、住宅省エネ性能表示ルールに則った対応が必要不可
欠になっていきそうです。既存の建築物については、建築時において省エネ
性能を評価していないものも存在しているので、その対応方法に関心が集
まっています。
住宅分野については高断熱窓・高効率給湯機への改修を行っている旨の広告
等における表示、さらに実績値に基づく表示の可能性についても示唆されて
いる状況です。目安光熱費については、法的対応も含め注意事項の記載
（例：算出に用いた燃料単価・実際の光熱費とは異なる旨の注記）が必要不
可欠になりそうです。
今後、円滑な施行に向けて更に細かな議論が交わされていきます。海外の中
古住宅流通市場ではこの辺りの要素がきちんと押さえられており、この制度
の普及がストックビジネスに大きく影響を及ぼすことは間違いなさそうです。
新築においても、リフォームにおいても、不動産事業においても関係性の高
い施策なので取引先事業者や協力業者に向けて情報共有をすすめていきま
しょう。

https://au-shimizu.co.jp/
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